
   日本国際連合協会京都本部事業補助金交付要綱 

制定 平成２２年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は，日本国際連合協会京都本部に対する補助金（以下「補助

金」という。）の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条

例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるも

ののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象） 

第２条 補助金は，日本国際連合協会京都本部の実施する事業のうち，市民に

対して，国際連合又は国際情勢についての知識の普及を目的とする講演会その

他の普及活動で，市長が適当と認めるものに対し，予算の範囲内において交付

する。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は，前条に定める活動に要する経費の３分の１に相当する

額の範囲内において別に定める額とする。ただし，市長が特に必要があると

認めるときは，この限りでない。 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は，日本国際連合協会京都本部事業補助

金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）によって,事業開始の

７日前までに，次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

⑴ 団体規約等 

⑵ 事業計画書 

⑶ 収支予算書  

（標準処理期間） 

第５条 市長は，条例第９条による申請が到達してから３０日以内に条例第１

０条各項の決定をするものとする。 

（変更等の承認の申請） 

第６条  条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分

の変更に係る市長等の承認の申請は，日本国際連合協会京都本部事業補助金変

更承認申請書（第２号様式）によって行うものとする。 

２ 条例第１１条第１項第１号に規定する軽微な変更は，次のとおりとする。 

⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく，かつ，日本国際連合協会京都本

部の自由な創意により計画変更を認めることが，より能率的な補助目的達

成に資するものと考えられる場合 

⑵ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 



３ 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等

の承認の申請は，日本国際連合協会京都本部事業補助金中止・廃止承認申請書

（第３号様式）により行うものとする。 

（事業完了の届出） 

第７条 条例第１８条の規定による実績報告は，日本国際連合協会京都本部事業

補助金実績報告書（第４号様式）に収支決算書を添えて行わなければならな

い。 

（補助金の概算払） 

第８条 条例第２１条第２項の規定による補助金の概算払を受けようとすると

きは，日本国際連合協会京都本部事業補助金概算払請求書（第５号様式）を

市長に提出しなければならない。 

（補助金の精算等） 

第９条 前条の規定により補助金の概算払を受けたときは，事業終了後，速や

かに第７条に規定する書類を市長に提出するとともに，補助金の精算を行い，

過払いについては，返納しなければならない。 

（補則） 

第１０条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の

施行に関し必要な事項は，総合企画局京都創生・国際化担当局長が定める。 

附 則 

この要綱は，平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

日本国際連合協会京都本部事業補助金交付申請書 

 

（あて先） 京 都 市 長        年   月   日 

事務所の所在地 名称及び代表者名 

 

           

          電話   － 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により交付を申請します。 

１ 事業の名称  

２ 事業の目的・内容  

３ 事業の実施時期  

４ 事業の実施場所又は区域  

５ 事業の実施対象者及び人数  

６ 事業の総経費額                          円 

７ 補助金交付申請額                          円 

※このほか，関係書類として以下のものを提出してください。 

⑴ 団体規約等，⑵ 事業計画書，⑶ 収支予算書 

 



第２号様式（第６条第１項関係） 

 

日本国際連合協会京都本部事業補助金変更承認申請書 

 

（あて先） 京 都 市 長        年   月   日 

事務所の所在地 名称及び代表者名 

 

           

          電話   － 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条第１項第１号の規定により変更を申請しま

す。 

１ 事業の名称  

２ 変更内容  

 

 

 

 

 

（経費の変更がある場合） 

変更前 変更後 

項目 金額 項目 金額 

    

    

    

    

    

合計  合計  
 

３ 変更理由  

※変更内容は，変更前と変更後の内容を対比させて，明確に記載すること。 

 



第３号様式（第６条第３項関係） 

 

日本国際連合協会京都本部事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

（あて先） 京 都 市 長        年   月   日 

事務所の所在地 名称及び代表者名 

 

           

          電話   － 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条第１項第２号の規定により中止・廃止を

申請します。 

１ 事業の名称  

２ 中止・廃止の内容  

３ 中止・廃止の理由  

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

日本国際連合協会京都本部事業補助金実績報告書 

 

（あて先） 京 都 市 長        年   月   日 

事務所の所在地 名称及び代表者名 

 

           

          電話   － 

 次のとおり事業が終了しましたので，京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の

規定により，事業の終了を報告します。 

１ 事業の名称  

２ 補助金交付額  

３ 事業の実施時期  

４ 事業の実績  

※事業の実績の欄は，事業の内容について具体的に記入してください。 

※このほか，関係書類として収支決算書を提出してください。 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

日本国際連合協会京都本部事業補助金概算払請求書 

 

（あて先） 京 都 市 長        年   月   日 

事務所の所在地 名称及び代表者名 

   

                   ㊞ 

電話   － 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条第２項の規定により，補助金の概算払を

請求します。 

１ 交付決定日及び決定番号      年  月  日 第      号 

２ 事業の名称  

３ 概算払の請求額                         円 

４ 交付予定額                         円  

 


